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総
務
委
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会
）

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
電
波
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
電
波
利
用
料
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
料
額
を
改
定
す

る
と
と
も
に
、
災
害
時
に
非
常
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に
係
る
手
数
料
等
を
免
除
す
る
ほ
か
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
表
示

方
法
に
係
る
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
波
利
用
料
制
度
の
見
直
し

１

免
許
人
等
が
電
波
利
用
料
と
し
て
国
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
額
の
改
定
を
行
う
。

２

広
域
専
用
電
波
を
使
用
す
る
第
一
号
包
括
免
許
人
が
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
波
利
用
料
に
上
限
額
を
設
け
る
。

３

電
波
利
用
料
の
使
途
の
特
例
と
し
て
、
当
分
の
間
、
ラ
ジ
オ
放
送
の
難
聴
地
域
に
お
い
て
必
要
最
小
の
空
中
線
電
力
に

よ
る
ラ
ジ
オ
放
送
の
受
信
を
可
能
と
す
る
た
め
の
中
継
局
等
の
整
備
に
対
す
る
補
助
金
の
交
付
を
追
加
す
る
。

二
、
災
害
時
に
非
常
通
信
を
行
う
無
線
局
等
に
係
る
手
数
料
等
の
免
除

、

、

災
害
時
に
お
い
て
人
命
の
救
助

災
害
の
救
援
等
の
た
め
に
必
要
な
通
信
を
行
う
無
線
局
等
を
臨
時
に
開
設
す
る
場
合
に

電
波
利
用
料
及
び
免
許
申
請
等
に
係
る
手
数
料
を
免
除
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
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三
、
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
表
示

技
術
基
準
適
合
証
明
等
を
受
け
た
特
定
無
線
設
備
を
組
み
込
ん
だ
製
品
の
製
造
業
者
等
が
、
そ
の
特
定
無
線
設
備
に
付
さ

れ
て
い
る
技
術
基
準
適
合
証
明
等
の
表
示
を
製
品
に
適
切
に
転
記
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

四
、
特
別
特
定
無
線
設
備
の
修
理
の
事
業
を
行
う
者
の
登
録

携
帯
電
話
端
末
等
の
適
合
表
示
無
線
設
備
の
修
理
業
者
が
、
電
波
特
性
に
影
響
を
与
え
な
い
範
囲
で
の
修
理
の
確
認
を
行

う
場
合
に
、
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
電
波
利
用
料
の
使
途
に
関
す
る
改
正
規
定
等
は
公
布
の
日
か
ら
、
災
害
時
等
に
開
設
す
る
無
線
局
に
関
す
る
改
正
規
定

等
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、
修
理
業
者
の
登
録
制
度
に
関

す
る
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


